
日吉津村告示第37号

令和４年第３回日吉津村議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年８月18日

日吉津村長 中 田 達 彦

１ 日 時 令和４年９月６日 午前９時00分

２ 場 所 日吉津村議会議場

○開会日に応招した議員

長谷川 康 弘 井 藤 稔

橋 井 満 義 三 島 尋 子

松 本 二三子 河 中 博 子

前 田 昇 松 田 悦 郎

加 藤 修 山 路 有

○応招しなかった議員

な し
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第３回 日 吉 津 村 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

令和４年９月６日（火曜日）

議事日程（第１号）

令和４年９月６日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第11号 令和３年度決算に係る健全化判断比率等について

日程第５ 報告第12号 日吉津村地方創生総合戦略について

日程第６ 報告第13号 長期継続契約について

日程第７ 報告第14号 総務経済常任委員会の調査研究について

日程第８ 報告第15号 教育民生常任委員会の調査研究について

日程第９ 議案第34号 日吉津村長の給与の減額に関する条例

日程第10 議案第35号 日吉津村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第36号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第５回）

日程第12 議案第37号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１回）

日程第13 議案第38号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）

日程第14 議案第39号 令和４年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）

日程第15 議案第40号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第41号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第17 議案第42号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第18 議案第43号 令和３年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて

日程第19 議案第44号 日吉津村教育委員会委員の任命について
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本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第11号 令和３年度決算に係る健全化判断比率等について

日程第５ 報告第12号 日吉津村地方創生総合戦略について

日程第６ 報告第13号 長期継続契約について

日程第７ 報告第14号 総務経済常任委員会の調査研究について

日程第８ 報告第15号 教育民生常任委員会の調査研究について

日程第９ 議案第34号 日吉津村長の給与の減額に関する条例

日程第10 議案第35号 日吉津村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第36号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第５回）

日程第12 議案第37号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１回）

日程第13 議案第38号 令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）

日程第14 議案第39号 令和４年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）

日程第15 議案第40号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第41号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第17 議案第42号 令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第18 議案第43号 令和３年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて

日程第19 議案第44号 日吉津村教育委員会委員の任命について

出席議員（10名）

１番 長谷川 康 弘 ２番 井 藤 稔

３番 橋 井 満 義 ４番 三 島 尋 子

５番 松 本 二三子 ６番 河 中 博 子
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７番 前 田 昇 ８番 松 田 悦 郎

９番 加 藤 修 10番 山 路 有

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 小 乾 敬 介 書記 森 下 瞳

説明のため出席した者の職氏名

村長 中 田 達 彦 総務課長 小 原 義 人

総合政策課長 福 井 真 一 住民課長 矢 野 孝 志

福祉保健課長 橋 田 和 久 建設産業課長 益 田 英 則

教育長 井 田 博 之 教育次長 横 田 威 開

会計管理者 景 山 美 穂 代表監査委員 村 上 順 一

午前９時００分開会

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。

ただいまから令和４年第３回９月定例会を開催します。開会前に先立ち、議長から一言御挨拶

申し上げます。

冒頭ですが、村民の皆さんに台風１１号到来について、最大限の注意をお願いするところであ

ります。山陰地方にとって一番弱点と言われます日本海側に進路を取り、本日、９月６日午前９

時頃より昼頃まで十分な注意が必要と思われます。

新型コロナについては、足かけ３年、その対応に苦慮するところであります。マスク着用の生

活が定着するところであります。住民の皆さんにおかれましては、ストレスの続く毎日ではない

かと察するところであります。

また、このような状況下において、連日報道のロシアのウクライナ進撃、それに伴う物価高、

暗いニュースばかりが続く毎日であります。議会としても、特に物価高については十分に把握し

ているところであります。住民の皆さんの不安を払拭する努力は惜しみません。
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しかし、我が日吉津村においては明るいニュースがあります。９月５日、昨日から複合型福祉

施設ミライトひえづオープン、すばらしい施設が完成いたしました。複合施設として、子育て支

援、保育園、児童館、資料館などの施設が一体的にまとめられ、何より利用者の皆さん、保護者

の皆さんの利便性を最優先とした施設であります。鳥取県下においては初めてという複合型福祉

施設であります。村民の皆さんもぜひ御覧いただきたいと思います。何より子育て支援のお父さ

ん、お母さんに御利用いただくとともに、家族の皆さん、多くの皆さんに御利用いただき、活力

あるむらづくりにつなげていきたいと思っております。また、現在、その波及効果は現れている

と思っております。２０６０年、３８年後に目標としていました村の人口６００人、現在５

９８人と、目指す目標にあと２人となっております。

議員の１人として、村の施策であります子育て支援施策を評価するとともに、今後のむらづく

りキーワードは子育て支援施策の充実こそ、これからのむらづくりにつながる施策であると考え

ております。議員各位のより建設的な御意見をお願いするところであります。

以上、開会前の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

それでは、早速、本日の会議に入らせていただきます。

ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和４年第３回日吉津村議会

定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとお

りです。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山路 有君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により、５番、松本二三子議員、６番、河中博子

議員を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山路 有君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りします。今定例会の会期は、議会運営委員長から答申のあったとおり、本日から９月２

２日までの１７日間とし、審議予定はお手元に配付のとおりとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２日までの１
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７日間、審議予定はお手元に配付のとおりといたします。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（山路 有君） 日程第３、諸般の報告を行います。

最初に、議長からの報告をいたします。

説明員の報告、地方自治法第１２１条の規定により、村長、教育長並びに代表監査委員に出席

を要求し、村長、教育長以下担当課長並びに代表監査委員が出席をしております。

出納検査報告、お手元に配付のとおり、監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。

検査資料は事務局に保管しておりますので、閲覧いただきますようお願いいたします。

陳情の付託報告、本日までに受理いたしました陳情は、お手元に配付の請願陳情文書表のとお

り、会議規則第９２条及び９５条の規定により、所管の常任委員会に付託いたしましたので、報

告いたします。なお、会期中の付託といたします。

請願陳情の処理、経過及び結果の報告、６月定例会において採択となりました、ゆたかな学び

の実現・教職員定数改善をはかるための、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情につい

て、ほか１件については６月２０日付で提出者に審査結果の通知をいたしました。

意見書の処理、報告、６月定例会において議決されました、ゆたかな学びの実現・教職員定数

改善をはかるための、２０２３年度政府予算に係る意見書ほか１件につきましては、６月１７日

付で関係方面に提出いたしました。

行事報告、６月定例会終了後から本日まで、議長として出席した行事等については、お手元に

配付のとおりといたします。

次に、村長からの報告事項があれば報告願います。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） 令和４年第３回日吉津村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様に御出席をいただきました。感謝を申し上げます。

開会に当たりまして、諸般の報告を申し上げます。

複合型子育て拠点施設ミライトひえづについては、昨日、９月５日に供用開始し、子供たちが

元気いっぱいに登園、来所しております。供用開始前にはオープニングセレモニーや内覧会など

を開催し、多くの村民の皆様にも新しい施設を御覧いただくことができ、喜んでいただくことが

できました。

供用開始に併せ、ミライトひえづ総括室を設置し、ミライト内の各機能、保育所、子育て支援
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センター、ファミリー・サポート・センター、児童館、民俗資料館の全体調整を行うとともに、

総務事務の一元化、効率化を図ることとしております。あわせて、御希望の多かった一時預かり

事業の開始、保育所園庭開放の実施、児童館と保育所の閉館時間の統一などを行い、より利用い

ただきやすく、切れ目のない子育て支援のさらなる充実につながる施設運営を目指してまいりま

す。また、館内コーナーに民俗資料を展示し、８月２５日には民俗資料館運営委員会を開催し、

貴重な御意見をいただきました。来館者に分かりやすい表示等を工夫しながら、村民の皆様に親

しんでいただける施設としていきたいと考えております。今後も旧保育所の解体、児童館の館庭、

駐車場等の整備を行い、令和４年度末に全ての施設が完成予定となっております。引き続き御理

解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。

次に、新型コロナワクチン接種に関して御報告を申し上げます。本村におけるワクチン接種は

現在４回目の接種を進めており、あわせて、１回目から３回目接種が未接種の方への接種対応も

行っております。引き続きヴィレステひえづでの集団接種を実施し、未接種者への接種勧奨を行

ってまいりますので、円滑な接種に御協力いただきますようお願いいたします。また、国では、

今後オミクロン株対応のワクチンを使用した５回目のワクチン接種を始める方向で検討されてお

ります。対象や実施期間、ワクチン供給スケジュール等、詳細が決まりましたら適切に準備を進

めるとともに、広報、ホームページ等でお知らせをしてまいります。また、新型コロナウイルス

感染症による影響が長期化する中、本村においては、本定例会で原油価格高騰に伴う光熱費の助

成事業として、非課税世帯を対象とした給付事業、また農業資材物価対策事業、商工事業者への

支援事業などを提案させていただくこととしております。

議員の皆様には、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。

次に、総合戦略に関しまして、日吉津村地方創生総合戦略につきましては、２０６０年に日吉

津村の人口６００人を目指し、実現するための施策を展開しております。８月に地方創生推進

会議を開催し、令和３年度の事業評価を行いました。検証の結果、基本目標について、１、住ん

でみたい、住み続けたいむらづくり、移住定住支援は達成。２、結婚・出産・子育てしやすいむ

らづくり、子育て支援はおおむね達成。３、働きつづけられるむらづくり、雇用支援はおおむね

達成と評価いたしました。なお、４、魅力あふれるむらづくり、地域づくり、地域連携について

は、次回のむらづくりアンケートにより評価を行うこととしております。引き続き官民で連携し、

持続可能な日吉津村に向けて地方創生の取組を進めてまいります。

次に、海浜エリアの活性化について御報告申し上げます。昨年４月から海浜エリアの活性化計

画策定のため、職員で構成するプロジェクトチームと関係団体、利用者等で構成する海浜エリア
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活性化検討委員会を設置し、現地視察や意見交換を行い、検討を進めております。また、このエ

リアを村民憩いの場、村内外から多くの皆様に喜んでお越しいただけるエリアとするため、利用

が少ない施設の活用案など、活性化のアイデアについて村民の皆様からの意見募集を行い、多数

の御意見をいただいたところでございます。今後、提出された御意見を検討し、計画に反映して

いきたいと考えております。

また、キャンプ場につきましては、民間の運営ノウハウをその運営に生かすため、指定管理者

制度を導入できるよう検討を進めております。指定管理者制度で公募した際に、応募いただける

事業者があるのかどうか、どの範囲を指定管理に出せばよいのか等を調査するために、今年度は

民間事業者との対話型の市場調査を実施する予定としております。これに関連いたしまして、う

なばら荘につきましては、令和４年３月３１日をもって閉館し、建物は民間事業者に譲渡され、

土地は日吉津村と同社で賃貸借契約を結んでいます。同社の事業計画につきましては、先日新聞

で報道されましたが、村といたしましては、同社より正式な意向は受けておらず、現段階では何

も申し上げることができない状況でございます。今後、何か動き等がありましたらば、その内容

を確認し協議を進めながら、状況に応じて村民の皆様に御報告をさせていただきたいと考えてお

ります。

並行して、一般財団法人うなばら福祉事業団は、うなばら荘の閉館により３月末で解散し、４

月以降清算手続を進めております。債権の回収や債務の弁済、官報への解散公告等の手続がおお

むね終わり、決算報告書作成の準備を進めております。今月中には評議員会を開催し、決算の承

認を受け、決算結了の登記を行う予定としております。

続いて、マイナンバーカードについて御報告を申し上げます。本村でマイナンバーカードを申

請された方は６割を超え、そのうち受け取られた方は５割を超えております。村民の２人に１人

が既に所有されており、７月末現在で、県内市町村ではトップの交付率でございます。病気やけ

が、老齢や障がい、失業など、誰にも起こり得る問題が生じた場合に必要な補償を行う社会保障

制度では、正確な情報を迅速に把握し、必要な方に適切な支援を行うことが必要です。このため

に導入された番号がマイナンバーで、この番号と顔写真を記載したマイナンバーカードは、国民

の利便性を高めるため様々な場面での利用が計画されております。マイナンバーカードを取得さ

れますと、写真つきの身分証明や保険証としての利用ができ、今後は運転免許証としての利用が

進められることも予定されています。特に、現在実施されておりますマイナポイントの付与事業

は、生まれたてのお子さんから年配の方までの全てが対象者で、１人最大２万円分のポイントが

付与されるものでございます。今月、９月末までにマイナンバーカードの取得申請をされた方が
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対象となりますので、お早めの申請をお勧めいたします。カードの必要性や何となく抵抗感があ

るなど、様々な思いがあることは承知しているところでございますが、必ず必要となるカードで

ありますので、有利な事業も展開されている今のうちに、ぜひ取得をいただきますようよろしく

お願いいたします。

次に、農業関係について御報告申し上げます。日吉津村農業の将来ビジョンの実現を図るため、

県の補助事業でありますがんばる地域プラン事業を活用し取組を進めているところですが、７月

から収量向上支援事業として、病害虫の発生予察灯を設置し、捕殺頭数の調査を実施しておりま

す。大豆の適期防除を図っていくことを目的に、栽培農家の御協力をいただき、また、関係機関

と連携を図りながら事業を進めております。８月２５日には第１回の農業よろず相談を行いまし

た。事前申込みをいただいた上で、月に１回相談会を開催するように計画しており、９月の申込

みも既にいただいているところでございます。また、農業お助け隊や村認定耕作者の追加募集に

ついても御応募をいただいております。ビジョンに定めるその他の事業についても、順次取組を

開始してまいります。農業者の皆様から御意見を聞きながら、着実な推進を図ってまいります。

次に、下水道事業に関して御報告を申し上げます。本村下水道事業会計に関しましては不適切

な事務処理があり、村民の皆様には大変御迷惑をおかけし、お騒がせをいたしました。重ねて、

深くおわびを申し上げます。業務マニュアルの整備やチェック体制の強化、全職員を対象とした

コンプライアンス研修の実施など、再発防止の徹底と職員の指導、これを徹底してまいります。

下水道事業に関しましては、下水処理場で発生する汚泥の処理のために使用している移動式汚

泥脱水車は、平成１８年度の購入から１５年以上経過し、全体的に経年劣化が激しい状況です。

この移動式汚泥脱水車は日吉津村、南部町、大山町の３町村で共同していることから、８月９日

に開催をした日吉津村ほか２か町下水道協議会総会において協議し、新たに購入することについ

ての意思決定を行いました。令和５年度の更新に向けて、補助金申請関係業務を今年度委託する

予定としております。

次に、教育関係について御報告を申し上げます。日吉津小学校において、８月２４日水曜日か

ら今年度の２学期がスタートしました。１学期の終わりには小学校でクラスターが発生し、終業

式を行わずに夏休みに入りました。２学期が始まる前には保育所でクラスターが発生し、県西部

における新型コロナ感染拡大の影響もあり、多くの児童が欠席した中でのスタートとなりました。

その後、徐々に欠席者数は減少し、校庭で走り回る子供たちの元気な声も戻ってきました。新型

コロナの影響で様々な体験をする機会が失われる中、子供たちや各家庭から体験活動を求める声

が聞かれ、子ども釣り大会、日野川探検、若鳥丸の美保湾クルーズ＆釣りなど、カルチャー土曜

－９－



塾体験発見コースには非常に多くの応募をいただいています。今年度は、様々な体験活動に多く

のボランティアの皆様が参加をしてくださっております。地域の皆様に支えられて体験活動が成

り立っていることに感謝を申し上げます。そして、ボランティアの皆様とも協力をし、感染予防

対策を取りながら活動の充実に努めてまいります。

８月１０日には、今年度より発足いたしました村の中学生サークル、スパークルバルブスによ

る自主企画で縁日を開催し、幼児や小学生にヨーヨーすくいや射的などを楽しんでもらいました。

景品をリサイクル品で用意するなど、ＳＤＧｓも意識した活動でした。事前の予想を大きく上回

るたくさんの皆様に御来場いただき大盛況でした。今後も継続して活動していこうと計画中であ

り、頼もしく思うとともに、次の活動に期待を寄せる次第でございます。８月１６日には盆踊り

花火大会実行委員会の皆様により、新型コロナウイルス感染予防を考慮した花火大会が開催され、

雨天の中ではありましたが、１６９人もの皆様が小学校校庭に集まり、花火を見て、歓声を上げ

ておられました。８月２０日には米子がいな祭において、ダンススタジオパワートレインが観客

の前で新しく完成したひえづのうた、ジャズバージョンに合わせたダンスを披露してきました。

１０月には小学校の学習発表会、きらきらフェスティバルも計画されています。また、１１月に

は日吉津村ふれあいフェスタの開催も予定されております。安心して行事を実施できるよう、引

き続き学校や実行委員会の皆様と安全な実施方法の検討を行い、子供たちや村民の皆様のよい学

習発表、活動発表の機会となるよう取り組んでまいります。

９月議会は決算認定に係る重要な議会でございます。議員の皆様方にはよろしく御審議いただ

きますようお願い申し上げますとともに、初秋を迎え、過ごしやすい季節となってまいります。

あわせて、台風にも警戒が必要なシーズンになってまいります。村民の皆様には、健康に十分御

留意の上、お過ごしいただきますようお願い申し上げ、諸般の報告とさせていただきます。

○議長（山路 有君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第４ 報告第１１号 から 日程第６ 報告第１３号

○議長（山路 有君） 日程第４、報告第１１号、令和３年度決算に係る健全化判断比率等につ

いて、日程第５、報告第１２号、日吉津村地方創生総合戦略について、日程第６、報告第１３号、

長期継続契約について、以上３件は行政報告ですので、一括議題としたいと思います。

村長からの報告を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました報告第１１号、令和３年度決算に係る健
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全化判断比率等について、報告第１２号、日吉津村地方創生総合戦略について、報告第１３号、

長期継続契約について御報告を申し上げます。

まず、報告第１１号、令和３年度決算に係る健全化判断比率等については、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づきまして、健全化判断比

率及び資金不足比率について、別紙監査委員の意見を付しまして御報告を申し上げます。

財政健全化判断比率算出資料の１ページを御覧ください。まず、健全化判断比率についてです

が、本村は黒字決算でありますので、実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに数字は上がりませ

ん。次に、実質公債費比率につきましては、国が定めております早期健全化基準２５％に対しま

して、本村は１ ６％でございます。

３ページを御覧ください。臨時財政対策債などの償還が始まったことにより、元利償還金の額

が増となりましたが、普通交付税が令和２年度国勢調査に伴う人口増や消防費の需要額増に伴い、

増となったため、また、複合型子育て拠点施設建設や村道役場線交差点改良事業に伴う一般財源

部分の補填となる臨時財政対策債の発行可能額が増となったため、単年度の実質公債費比率は、

昨年度より約 ４ポイント下がりました。

次に、同じく１ページの将来負担比率は、昨年と同じく今年も数字が上がりませんでした。ち

なみに、早期健全化基準は３５ ０％でございます。

４ページを御覧ください。地方債の現在高は、複合型子育て拠点施設の建設に伴う工事費等に

よる借入れのため、昨年度と比べて３億３３６万０００円の増。債務負担行為に基づく支出

予定額は、令和４年度が更新時期になっているために増となっております。また、設立法人の負

債額等負担見込額の第三セクター等に上がっているうなばら荘への補助金の増、また、退職手当

負担見込額が上がったことに伴い、将来負担額が、昨年度と比べて３億２９０万０００円の

増となりましたが、充当可能財源等についても充当可能基金が増となり、基準財政需要額、算入

見込額も増となったことにより、将来負担比率の数字が上がらなかったものでございます。

７ページの日吉津村下水道事業会計の資金不足比率についても、資金不足額がないため、資金

不足比率は算定されませんでした。本村は今のところ、早期健全化基準を大きく下回ってはおり

ますが、今後も地方債の計画的な発行にとどめ、健全な財政運営が保持できるよう努力してまい

りますので、御理解賜りますようお願い申し上げまして、令和３年度の決算に係る健全化判断比

率等についての報告とさせていただきます。

次に、報告第１２号、日吉津村地方創生総合戦略について御報告を申し上げます。日吉津村地

方創生総合戦略については、２０６０年に日吉津村の人口６００人を目指し、実現するための
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施策を展開していくこととしております。令和３年度から令和７年度を計画期間とした第２期日

吉津村地方創生総合戦略では、１、住んでみたい、住み続けたいむらづくり、移住定住支援、２、

結婚・出産・子育てしやすいむらづくり、子育て支援、３、働きつづけられるむらづくり、雇用

支援、４、魅力あふれるむらづくり、地域づくり、地域連携の４つの基本目標を定め、数値目標

を設定するとともに、各基本目標を推進するための施策に対し、それを評価するための指標をそ

れぞれ設定しております。この地方創生総合戦略につきましては、毎年、日吉津村地方創生推進

会議において、進捗状況について検証を行っております。今年度は新型コロナウイルス感染症流

行の影響により、書面において地方創生推進会議を開催し、令和３年度の実施結果に対する評価

を承認していただき、また各施策への御意見をいただきました。

検証の結果、基本目標について、１、住んでみたい、住み続けたいむらづくりは達成、２、結

婚・出産・子育てしやすいむらづくり、おおむね達成、３、働きつづけられるむらづくり、おお

むね達成と評価しております。４、魅力あふれるむらづくりについては、次回のむらづくりアン

ケートにより評価を行うこととしており、今回は実績なしとしております。

令和３年度の事業評価につきましては、総合戦略の実施事業に反映し、引き続き本村の地方創

生の推進を図ってまいります。今後も村民の皆様には、御意見、御協力をいただきますことをお

願い申し上げまして、日吉津村地方創生総合戦略についての御報告とさせていただきます。

最後に、報告第１３号、長期継続契約について、別紙報告書を付しまして御報告させていただ

きます。

日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第４条の規定に基づき、新た

に長期継続契約を締結した案件をこのたびの議会に報告するものでございます。報告する案件は

１件です。日吉津小学校給食室で使用するラックコンベア式食器洗浄機ほかのリース契約でござ

います。契約の相手方は有限会社エフエスエーシステムズ、契約金額は月額１２万０５０円、

契約期間は５年間でございます。詳細につきましては、添付しております一覧表を御覧いただき

まして、長期継続契約の報告とさせていただきます。

以上で報告第１１号から報告第１３号の報告とさせていただきます。

○議長（山路 有君） 報告が終わりました。

これから報告ごとの質疑を行いたいと思います。

ここで一言申し上げておきたいと思います。

先般、西部の町村議会の議長、副議長、局長の研修がありまして、報告に対する質疑というこ

とについては、各町村行っておりませんでした。しかし、我が日吉津村議会では、慣例的に報告
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についても質疑を行っておりますので、このたびもそのように実施するところであります。あく

までも、報告に対する質疑ということを念頭に質疑を行っていただきたいと思います。

そうしますと、最初に、報告第１１号に対する質疑を行いたいと思います。質疑はありません

か。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。

次に、報告第１２号についての質疑を行います。質疑はありませんか。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。

この総合戦略について２点ほどお伺いしたいと思います。まず１点は、コロナの対策で推進会

議を書面にて実施したということでありまして、以前は実際に集まって議論されていたように記

憶しておりますが、今回は書面ということで、やむない点もあるかもしれませんが、委員さんは

村外の委員さんも多いので、その辺り、十分、何ていいますか、一堂に会さなくても、例えば追

加資料とか担当課が説明に行くとか、そういった対応はできたのかということを１点。

それから、もう１点、基本目標の４は、今後アンケートを実施して評価するということであり

ましたが、具体的にこのアンケートの実施時期とか、対象する村民とか、概略を教えていただけ

ればなと思いますので、以上２点お願いします。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

まず、書面開催とした理由から述べますと、コロナの関係で、当時非常に陽性者数増えており

まして、各方面からお問合せ等いただき、結果、書面とすることとなりました。実際、例年会議

開催しておるところなんですけども、会議の時間もコロナの関係で短く、１時間とか１時間半で

実際行っておりまして、今回書面にしたところ、非常にたくさんの御意見が出てまいりました。

この報告書の各施策、１－１から４－３までございますけども、各ページの委員会意見という欄、

御覧いただきますと、非常に多くの御意見をいただいておりまして、ここに実際掲載してない意

見もございます。質問のような意見もございましたので、全てを掲載しておるわけではございま

せんが、非常にたくさんの御意見をいただいて、有意義な書面会議となったと感じているところ

でございます。

続きまして、基本目標４のアンケートの実施時期ですね。例年、総合計画を１０年に一度見直

すんですけども、５年に一度見直す前にアンケートを実施しておりますので、その際に同じ項目、
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住みやすい村だと感じますか、それから住み続けたいと思いますかというのを毎回アンケートを

実施しておりますので、その際に実施したいと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ２点目のアンケートです。結局、総合計画のときというと、まだ

今年、来年というわけではないということですかね。

○総合政策課長（福井 真一君） はい。

○議員（７番 前田 昇君） 分かりました。

○議長（山路 有君） 答えんの。

○総合政策課長（福井 真一君） 分かりましたよね。

○議員（７番 前田 昇君） 分かりました。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、報告第１２号についての質疑を終わります。

続いて、報告第１３号についての質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑はないようですので、質疑を終わります。

以上で報告第１１号から１３号までの質疑を終わります。

・ ・

日程第７ 報告第１４号

○議長（山路 有君） 日程第７、報告第１４号、総務経済常任委員会の調査研究についてを議

題といたします。

総務経済常任委員長の報告を求めます。

橋井委員長。

外していいですよ。

○総務経済常任委員長（橋井 満義君） 総務経済常任委員長の橋井でございます。ただいま議長

よりございました報告第１４号について御報告をさせていただきます。

令和４年９月６日。日吉津村議会議長、山路有様。総務経済常任委員会委員長、橋井満義。

総務経済常任委員会の調査研究について。これらにつきましては、閉会中の調査を行ったもの

でございます。お手元に配付しておりますレジュメに基づいて、御報告をさせていただきます。

おめくりいただきまして、総務経済常任委員会の調査報告書。閉会中の調査。令和４年９月６
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日。総務経済常任委員会委員長、橋井満義。

当委員会における調査日時、令和４年８月２３日火曜日、午前９時より行っております。調査

目的、温泉の泉源と新鮮市場の現状について行ったものでございます。調査地は２か所。１か所

目、旧うなばら荘西側の１号泉源、そして２か所目が、新鮮市場、これはイオンの東側にござい

ます物産館でございます。これらの２か所につきまして行っております。出席者は総務経済常任

委員会、敬称は略させていただきます。私、橋井、そして副委員長、三島尋子、委員、井藤稔、

同、長谷川康弘、同、山路有、以上が総務経済常任委員でございます。そして、担当部署としま

して、村の総務課課長、小原義人、課長補佐、里英樹、建設産業課課長、益田英則、そして議会

事務局の局長、小乾敬介、以上でございます。

調査概要を申し上げます。まず、１か所目のうなばら荘の西側１号泉源についてであります。

これにつきましては、株式会社ヤードクリエイションに、去る６月定例会において、５０年間の

泉源無償利用及び土地を無償貸与されることになった当該の土地と温泉の泉源でございます。そ

の後、現況確認を行っておりませんでしたので、これらについて現況確認を行ったものでござい

ます。そして、２か所目、新鮮市場物産館でございます。これについて、土地は村、そして建物

は株式会社ひえづ物産の所有でございます。これらを現地確認をし、利用状況を含めた調査の必

要があるため行ったものでございます。

これらについての考察であります。まず１か所目、これについては令和４年６月議会において、

賛成多数により村有財産の無償利用及び無償貸与が議決されたものであります。その後の利活用

状況を確認する必要があると現地調査を行ったものであり、この土地は日吉津村富吉１３５２番

の３、３５１平方メートルで、湯量毎分１７８リットルを泉源建屋、これはコンクリートブロッ

ク造平家建て約３平米内の揚水ポンプにおいて吸泉するものであります。現況は建屋周囲のみ除

草はされているものの、その他は荒廃地状況であり、６月２３日から貸与期間が開始されてはい

るものの管理はずさんそのものでありました。村として、管理の徹底を促すとともに、環境の保

全に努めるよう催告すべきものであると感じたところであります。なお、当該土地の南側に隣接

する村有地がございます。これは地目が田でありますが、これも同様に荒廃地化しており、管理

を当局としては徹底されたいと思います。

次、２か所目、新鮮市場物産館であります。この建物の土地の持分ですが、１６分の１を、年

間ですね、旧日吉津村土地開発公社が所有をしておりまして、村に年間１６分の１ずつを持分登

記を行い返還しておりましたものであります。これらについては、１００％村の所有地として既

に完了を終えております。建物につきましては、株式会社ひえづ物産所有でありまして、社長は
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もちろん村長でございますが、入店テナントからの賃貸料で運営をしており、テナント枠は現在

５でありまして、４店が入店をしております。御承知のとおり、１店舗が空き店舗で空欄となっ

ております。基本的に、各店舗面積に応じた賃料設定でありますが、現入店店舗と交渉し、面積

拡張等、空きスペースの縮小に努めているのが現状であります。今後は、空きテナントの補完を

進めるとともに、建物の耐用期間を見据えた解体費積立てや、メンテナンス費用の支出を経営計

画に立てられ、さらに、新鮮市場全体の販売促進手法を一考されたいと思います。

なお、先ほど村長から報告もあったとおりでありますが、本委員会の調査終了後、旧うなばら

荘について、株式会社ヤードクリエイションより事業計画の中止の申出があったそうであります。

新聞報道でも明らかになったものでありますが、今後村は適正な対応を取るとともに、村民に対

する情報提供に努められるよう強く本委員会として望むものであります。

以上、報告１４号の報告を終わります。

○議長（山路 有君） 報告が終わりました。

これから報告第１４号に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑はないようですので、以上で質疑を終わります。

これで報告第１４号を終わります。

・ ・

日程第８ 報告第１５号

○議長（山路 有君） 日程第８、報告第１５号、教育民生常任委員会の調査研究についてを議

題といたします。

教育民生常任委員長の報告を求めます。

前田委員長。

マスク外されてもいいです。

○教育民生常任委員長（前田 昇君） 教育民生常任委員会の委員長を務めます前田です。調査

活動についての報告をさせていただきます。

今回は、既に昨日より供用が開始されましたミライトひえづの施設の完了状況をまず確認をし

て、その上で、今後の施設の運営方針等について調査をいたしました。

調査日は、去る８月２４日であります。出席者は、御覧の常任委員会のメンバー、委員が５名

と、議会事務局長、役場のほうからは福祉保健課の橋田課長、矢倉開設準備室長、鬼束係長に出

席をいただきました。オープン前の忙しいタイミングでの調査に御協力いただきまして、改めて
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お礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

場所につきましては、まず、ミライトひえづ完成直後の内部を見学させていただいて、その後、

議会に戻りまして協議をしております。案件としましては、ミライトひえづ開設準備の進捗状況

と運営体制についてということで、施設整備の完了の状況を確認するとともに、ミライトひえづ

を拠点に、今後本村の保育や子育て支援をいかなる方向で進めていくかヒアリングし、意見交換

をしたものであります。

確認及び報告概要を述べます。まず、施設の完成状況を見学いたしました。一つ、整備された

施設は園児、児童にとってきれいですばらしい空間となっております。特に保育所のプールが広

く、いろいろ工夫がされておりまして、使いやすい配慮がされていたんではないかというふうに

感じました。次に、事務室は広くなっておりますが、保育所、子育て支援センター、ファミリー

・サポート・センターのスタッフ、そして全体の管理運営に関わるスタッフ３名がそこに配置さ

れるということになっております。保育所と子育て支援センターのそれぞれ、施設への入り口は

別々になっておりますが、児童館以外のスタッフは１室に集まる、連携ができる形となっており

ます。保育所園庭を借用する方については、子育て支援センターより入っていただき、受付のカ

ウンターで氏名等を記載をいただくというふうな仕組みになっております。保育園の調理室につ

いては、園児がのぞけるコーナーがありまして、食育につながるような工夫がされていたという

ふうに思います。次に、児童館につきましては、１階に大小、３か所の集会室がありまして、２

階にはホールが配置されております。この２階のホールは通常児童館ホールとして活用されるも

のですが、災害時には一時的な垂直避難の箇所として利用されることになっておりまして、小規

模でありますが、エレベーターも設置されております。民俗資料館の交流スペースにおいては、

以前の資料館より面積はかなり縮小されておりまして、展示についても、なお未完成といいます

か、今後整備されるというふうに思います。教育委員会の所管で整備されることになっておりま

すが、交流スペースとして活用されていくということで確認をさせていただいております。

次に、運営全般について説明、報告をさせていただきます。ミライトひえづのコンセプトにつ

いて説明を受けました。子育て拠点として、日吉津の子育てが分かる、見える場所、つまり、入

所手続がすぐできたり、子育て支援のサービスや制度が保護者によく分かったり、子育てについ

て知りたい、学びたい、あるいは相談したい、さらには仲間が欲しいというふうな多様なニーズ

に応える施設を目指すということでありました。

次に、ミライトひえづは、大きく変わった点が幾つかありますが、そのうちの４点について御

報告します。まず１点は、保育園が認定こども園の移行されるということであります。従来の保
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育所の入所条件に該当しない家庭、保護者の方であっても、今度の認定こども園については通え

るということになっておりまして、保育型認定こども園ということで、来年４月に移行すること

になっております。

次に、一時預かり事業、家庭とか保護者の緊急の事情などに対して、あらかじめ登録いただい

ていたおおむね１歳以上の児童について、半日あるいは１日単位で利用料を徴収して一時預かり

を実施するということであります。

次に、子育て支援センターは、従来は開館しておりませんでしたが、今後は土曜日も開館をし

ていくということであります。それから、児童館の開館時間の延長につきましては、長年利用者

からの要望もあったわけですが、保育所の延長保育時間が６時４５分ということで、児童館の閉

館時間も延長してほしいという要望があったわけですが、今回ともに６時４５分まで延長すると

いうことで改革がされております。

以上のような報告に対する意見ですが、いろいろな意見を出したわけですが、この中に、１点

だけ報告します。最近の保護者はいろいろな子育て情報があふれる中で、子育てに対する不安も

大きいし、子育て支援センターには、言わば疲れた保護者を癒やす役割もある。子育てを通じて

保護者も学びながら、地域と互いにつながっていくことがこの複合施設のメリットだと考えます

ので、そういった点を十分な配慮をいただきたいというふうなことであります。

最後に、考察としまして３点。まず１点は、村民期待の拠点施設の完成でありますので、今後

の活用を大いに期待をいたします。保護者利用者、そして児童の期待に応える施設として活用に

努められたいということです。２点目は、施設の責任者は村長が務めるということでありますが、

現場の責任者によるリードによりスタッフの連携が十分できるように努められたい。また、開館

後の運営については、よりよいものになるように柔軟な対応、見直しを図りながら努めていただ

きたいということです。最後に、各部署スタッフによる研究協議がこれまでもされてきておりま

すが、新しい施設で業務を開始した際に顕在化するような課題もあると思われますので、その点

についても十分検討協議しつつ、円滑な運営に努められたいということでありまして、以上、考

察をさせていただきました。このたびのミライトひえづのオープンに先立つ調査報告に代えさせ

ていただきます。以上であります。

○議長（山路 有君） 報告は終わりました。

これから報告第１５号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） すみません、４番、三島です。
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質疑ではありませんけれども。

○議長（山路 有君） いや、質疑でなかったらやめてください。

○議員（４番 三島 尋子君） 訂正をしたがいいかなと思ってですけど。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

○議員（４番 三島 尋子君） 開館時間が６時ってなってますけれども……。

○議長（山路 有君） いや、質疑は認めてませんよ。

○議員（４番 三島 尋子君） 質疑じゃない、訂正はできませんか。

○議長（山路 有君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

これで報告第１５号に対する質疑を終わります。

・ ・

日程第９ 議案第３４号 から 日程第１０ 議案第３５号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第９から日程第１０までは条例に関する議案ですの

で、一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第９、議案第３４号、日吉津村

長の給与の減額に関する条例、日程第１０、議案第３５号、日吉津村職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例、この２件を一括議題としたいと思います。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました議案第３４号から議案第３５号までにつ

いて提案理由を御説明申し上げます。

初めに、議案第３４号、日吉津村長の給与の減額に関する条例についてでございますが、下水

道事業における職員の不適切な事務処理案件の発生を受け、管理監督責任として、村長の給料を

１か月間１０％減額するものでございます。

次に、議案第３５号、日吉津村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

でありますが、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が行

われることに伴い、地方公務員についても同様の措置を講ずることが求められており、条例の一

部を改正するものでございます。主な改正内容は、育児休業の取得回数制限の緩和や非常勤職員
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の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和、非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の

取得の柔軟化等を行うものでございます。

以上、一括議題となりました議案第３４号から議案第３５号の提出理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議、御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で議案第３４号及び第３５号の提案説明を終わります。

・ ・

日程第１１ 議案第３６号 から 日程第１４ 議案第３９号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１１から日程第１４までは、補正予算に関する議

案であります。一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１１、議案第３６号、令和４

年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第５回）、日程第１２、議案第３７号、令和４年

度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１回）、日程第１３、議案

第３８号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）、日程

第１４、議案第３９号、令和４年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）、この４件を一

括議題としたいと思います。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました議案第３６号から議案第３９号までの補

正予算について提案理由を御説明申し上げます。

初めに、議案第３６号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第５回）でござ

いますが、歳入歳出それぞれ７８７万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３５億８８３

万０００円とするものでございます。

歳出の主なものから御説明を申し上げます。初めに、１１ページを御覧ください。第２款総務

費、第１項総務管理費、第１目一般管理費に４６９万０００円を計上しておりますが、これは

令和２年度及び令和３年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金が主なも

のでございます。

続いて、１２ページを御覧ください。第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務

費に３２７万０００円の増額を計上しておりますが、これは生活困窮者等の原油高物価高騰緊

急対策による給付金２８０万円が主なものであり、現在行っておりますエアコン等光熱費の０
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００円補助の終了後、非課税世帯を対象としてさらに１万０００円の給付を行うものでござい

ます。

次に、１４ページを御覧ください。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費に８２６

万０００円の増額を計上しておりますが、これは新型コロナワクチン接種の集団接種の第５回

目接種が決まりましたので、これに係る経費の不足分を増額するものが主な内容でございます。

続いて、１５ページを御覧ください。第５款農林水産業費、第１項農業費、第３目農業振興費

に６５２万０００円を計上しておりますが、これは新型コロナや原油高騰等によって農業資材、

動力光熱費、肥料代が高騰しているため、水稲、大豆、白ネギ、ブロッコリー等を作っている農

業者に対して、経費の高騰分相当と見込まれる金額の補助を行うものでございます。

続いて、第６款商工費、第１項商工費、第１目商工振興費に２００万円を計上しております

が、これは新型コロナ対応応援金として、新型コロナや原油物価高騰の影響等を受けている村内

の法人及び個人事業者を対象として、基準を満たす場合に１０万円の補助を行うものでございま

す。

続いて、１７ページを御覧ください。第１１款諸支出金、第１項基金費、第１目財政調整基金

費に００８万０００円の積立てで調整をしております。

続いて、歳入の主なものについて御説明を申し上げますので、８ページを御覧ください。第１

０款地方交付税、第１項地方交付税、第１目地方交付税では、１億００４万０００円を計上

しておりますが、これは消防費や社会福祉費等の需要額が増となったことによる普通交付税の増

額でございます。

次に、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目総務費国庫補助金では、００４万

０００円の増額を計上しておりますが、農業資材高騰に伴う補助及び商工事業者を対象とした新

型コロナ対策応援金などに伴う、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額でご

ざいます。

次に、９ページを御覧ください。第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金繰

入金を１億１３６万円の減額及び同項第３目公共施設等整備基金繰入金を０００万円の減額

で調整し、第１９款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に１億３１４万円を計上しておりま

す。

１０ページを御覧ください。第２１款村債、第１項村債、第２目臨時財政対策債では、発行可

能額が確定いたしましたので、２８９万０００円の減額を計上しております。

次に、議案第３７号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予
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算（第１回）でございますが、歳入歳出それぞれ１万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３

億２１１万０００円とするものでございます。

４ページを御覧ください。歳出では、国保運営基金の積立金を計上しており、前年度繰越金１

万０００円で調整するものでございます。

続いて、議案第３８号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）でございますが、歳入歳出それぞれ２４２万０００円とするものでございます。

４ページを御覧ください。歳入のみ計上しておりまして、前年度繰越金１２万０００円を事

務費繰入金の減額で調整するものでございます。

次に、議案第３９号、令和４年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第１回）について、提案

理由を申し上げます。１ページに今回の補正予算の概要について記載しておりますが、第２条、

収益的収益及び支出について、１２６万円の増額補正を行うものでございます。次に、第３条、

資本的収入及び支出の補正についてですが、３３０万円を増額し、資本的支出の総額を６２４

万０００円とするものでございます。

なお、３ページ目、４ページ目は、補正予算の実施計画書、５ページ及び６ページは今回の補

正を踏まえた予定キャッシュフロー計算書及び予定貸借対照表、７ページ以降は実施計画の明細

書となっております。

以上、議案第３６号から議案第３９号までの説明とさせていただきますので、よろしく御審議、

御承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で、議案第３６号から議案第３９号までの提案説明を終わります。

ここで暫時休憩を取りたいと思います。１０時３５分から再開しますので、議場にお集まりく

ださい。それでは休憩に入ります。

午前１０時１８分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

・ ・

日程第１５ 議案第４０号 から 日程第１８ 議案第４３号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１５から日程第１８までは決算の認定に関する議

案ですので、一括議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１５、議案第４０号、令和３

年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第１６、議案第４１号、

令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第１７、議案第４２号、令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第１８、議案第４３号、令和３年度日吉津村下水道事業会計利益剰余

金の処分及び決算の認定について、以上４件の議案を一括議題としたいと思います。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま一括議題となりました、決算認定関係の議案第４０号から議案

第４３号まで御説明を申し上げます。

初めに、議案第４０号、令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定につい

てでありますが、歳入総額は３５億０８７万６３５円、歳出総額は３４億３２１万１９８

円で、歳入歳出差引きは１億７６５万４３７円の繰越しとなっております。また、翌年度へ

繰り越す事業の繰越額は、７７１万０００円で、村道役場線交差点改良事業や村道宮川北線

歩道設置事業、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業などでございます。

令和３年度決算説明資料から、主要施策の成果における主なものを申し上げます。

ここで、議員の皆様にお配りをしております決算説明資料が、課ごとのページ振りになってお

りますので、若干説明の中でページが前後行ったり来たりするところがあるかと思いますが、御

容赦いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。

まず、総務費関係ですが、総合政策の１ページ目になりますが、情報システム等整備事業では、

情報セキュリティー等に関する監査やシステム保守委託料として７６７万１１５円。次に、

１ページになりますが、マイナンバーカード普及推進事業に３７４万６６３円など、自治体、

デジタルトランスフォーメーションを推進しております。

また、ふるさと納税に関するものとして、総合政策６ページ目になりますが、ふるさと納税の

返礼品代など、ふるさと納税推進事業に５７７万２０１円、同じく８ページ目、新築住宅購入

に係る借入利息助成に４４４万７５１円、同じく１１ページ、結婚支援事業では、結婚子育て

世帯等応援補助金など５９５万円を支出しております。

次に、民生費関係では、福祉保健の３ページ目になりますが、障がい者の積極的な社会参加を

推進する障害者自立支援給付事業に１億０４１万１０３円、同９ページ、介護予防生活支援

対策事業で０４７万２４７円を支出しております。また、同じく１５ページになりますが、
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保育所等複合施設整備事業では、ミライトひえづの建設工事に着手しており、４億９５４万

７４８円、同じく１８ページ目になりますが、日吉津保育所への施設型給付やパジャちゅうりっ

ぷ保育園、日吉津ベアーズへの地域型給付などの特定教育・保育施設等給付事業に１億８７０

万０３０円を支出しております。

衛生費の関係では、同じく複合の２８ページ目になりますけれども、新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業に８７７万４５６円、次のページ、健康診査、各種がん検診など健康

増進事業に０５５万３２８円、ページが飛びますが、住民課の１２ページになりますけれど

も、ごみ処理に係る負担金など、じんかい処理事業に４１８万８５１円を支出しております。

農業費の関係では、ページ移りまして、建設産業課の４ページ目になります。意欲ある認定農

業者が策定するプランに基づき、機械等の整備への支援を行うがんばる農家プラン事業に３６

８万８１９円、８ページ目から１０ページ目にかけてになりますが、園児や児童と農作業体験

を行う保育所農園や小学校農園、村民農園など農園事業に４３万７５２円、同じく１２ページ、

水路・農道等を保全・補修する地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮

及び担い手農家の負担軽減を図る多面的機能支払交付金事業に４１５万４０８円を支出してお

ります。

また、土木関係では、同じく建産１６ページになりますが、村道植栽等維持管理や村道橋梁点

検業務、村道補修工事など道路維持事業に６９２万９４０円、１８ページ、村道役場線交差

点改良事業に１０９万０１２円を支出しております。

次に、消防費、これは総務の５ページ目になりますが、災害対策費において津波ハザードマッ

プの更新事業など２２８万９９５円を支出しております。

教育費の関係では、教育委員会のページ、６ページ目を御覧ください。３０人学級体制整備事

業では、学力の向上を目指すため学習支援員を１名増員するなど、８９４万１４１円、同じ

く８ページ、学校と保護者、地域住民、各種団体等がパートナーとして連携・協働し、学校教育

活動の充実を図るコミュニティ・スクール事業に１９８万４７７円、次のページでは、小学校

ＩＣＴ支援員の配置としてＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障事業に１５６万円、少

し飛びまして、教育委員会の１９ページになりますけれども、図書館管理運営に１４６万５

９１円などを支出しております。

なお、資料１３ページ、地方債の現在高は、複合型子育て拠点施設の建設に伴う新規の借入れ

により、前年度から３億１９６万０００円の増額となり、２６億０８８万０００円とな

っております。このほか、新型コロナ対策等に関連する事業として、子育て世帯臨時特別給付金
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事業に５３３万８９２円、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金５８４万４０８

円、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金に関する事業として、新型コロナ経済対策商品

券事業８９４万５３３円、コロナ禍緊急対策米価下落による農業者支援事業６０１万０００

円などの支出を行っております。

以上、一般会計の概略の説明とさせていただきます。

次に、議案第４１号、令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算の認定についてでありますが、決算書の４２ページから４２ページにかけて御説明を申し

上げます。歳入歳出決算は、歳入総額３億６２５万２８２円に対し、歳出総額３億６２３

万９３９円で、歳入歳出差引きで２万３４３円の繰越しとなっております。

次に、議案第４２号、令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定についてでございますが、決算書では５３ページから５４ページにかけて御説明を申し上

げます。歳入歳出決算は、歳入総額４６５万０３６円に対し、歳出総額４５２万５４６

円で、歳入歳出差引きで１２万４９０円の繰越しとなっております。

次に、議案第４３号、令和３年度日吉津村下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定に

ついてでございますが、下水道事業会計決算書５ページの剰余金処分決算書案のとおり、御説明

を申し上げます。下水道事業会計決算書５ページの剰余金処分決算書案のとおり、令和３年度の

未処分利益剰余金６５３万９０４円の処分について計上をしております。また、令和３年度

の下水道事業会計決算について、決算書１ページから３ページに記載しておりますとおり、収益

的収入及び支出につきましては、収入額が１億２８９万９０９円、支出額が１億４４７万

６４１円、資本的収入及び支出につきましては、収入額が３９０万円、支出額が６８５万

７１６円となっており、資本的収入額と資本的支出額を比較して、不足の２９５万７１６円

については、損益勘定留保資金等で補填をしております。

以上、議案第４０号から第４３号までの説明とさせていただきますが、詳細については総務課

長から説明をさせますので、よろしく御審議、御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 失礼いたします。それでは、私のほうから令和３年度の一般会計等

の決算の概要につきまして、決算書を基に説明をさせていただきます。決算書には前年度額など

は記載されておりませんが、前年度との比較が一つの判断になると思いますので、説明させてい

ただく中で補足的に申し上げます。

まず、一般会計決算の歳入について御説明申し上げますので、決算書の２ページを御覧くださ
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い。歳入総額については、収入済額３５億０８７万６３５円で、前年度比５億３９万０００

円、１ ２％の増となっています。

主なものを説明しますので、５ページを御覧ください。第１款村税については、収入済額８億

５１７万２６５円で、前年度比０００円の増となりましたが、これは村民税の個人の増額

や固定資産税の減額が主な要因であります。村税全体の徴収率につきましては、前年度より ６

ポイント上がっています。

次に、７ページを御覧ください。第１０款地方交付税については、収入済額７億１６５万

０００円で、前年度比１億４５２万０００円の増となっておりますが、これは令和２年度国

勢調査による人口増と消防費等の需要額が増となったことが主な要因であります。第１２款分担

金及び負担金については、収入済額８６７万５３５円で、前年度比４９０万０００円の減

となっておりますが、これは日吉津保育所への施設型給付費の減額が主な要因であります。

次に、８ページを御覧ください。第１４款国庫支出金については、収入済額４億４３８万０

４１円で、前年度比３億２２９万０００円の減となっておりますが、これは新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策の特別定額給付金給付事業費補助金の３億２４０万円の皆減や、子育

て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金に４６０万円の増額、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業補助金に６２８万０００円の増額が主な要因です。

次に、１０ページを御覧ください。第１５款県支出金については、収入済額１億６１７万

９３８円で、前年度比４２５万０００円の増となっておりますが、これは市町村創生交付金に

５８２万０００円、がんばる農家プラン事業補助金に９１２万０００円、また、地域型保育

給付費負担金の減額などが主な要因であります。

次に、１１ページを御覧ください。第１６款財産収入については、収入済額０４７万４７

５円で、前年度比３９０万０００円の増となっておりますが、これは日吉津村土地開発公社

の解散による土地開発公社清算金収入３８１万０００円の皆増が主な要因であります。

次に、１２ページを御覧ください。第１７款寄附金については、収入済額７２７万９０５

円で、前年度比０３０万０００円の減となっておりますが、これは夢はぐくむ村づくり事業

に対する指定寄附金の減が主な要因であります。第１８款繰入金については、収入済額１億７

３７万７１４円で、前年度比１億９２８万０００円の増となっておりますが、複合型子育て

拠点施設に伴う夢はぐくむ村づくり基金繰入金１億６３２万０００円や、公共施設等整備基

金繰入金９５０万円が主な要因であります。

次に、１４ページを御覧ください。第２１款村債についてですが、収入済額６億２５３万０
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００円で、前年度比４億６７４万０００円の増となっておりますが、複合型子育て拠点施設

建設に伴う保育所施設整備事業債１億３５０万円や、公共施設等適正管理推進事業債３億５５

０万円の皆増が主な要因であります。

続いて、歳出の概要について御説明申し上げますので、４ページにお戻りください。歳出総額

につきましては、支出済額３４億３２１万１９８円で、前年度比５億８９４万０００円、

１ ７％の増となっています。

主なものを説明しますので、決算書の１５ページを御覧ください。第２款総務費の決算額は５

億５１６万７１４円で、前年度比３億２２８万０００円の減となっています。これは、

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の特別定額給付金や感染症対策事業のＢＣＰ情報環境整

備事業、日吉津の飲食店を応援する券発行事業の皆減が主な要因でございます。

１９ページを御覧ください。第３款民生費の決算額は１４億６４３万６３７円で、前年度

比６億１０５万０００円の増となっています。これは、生活困窮者等の灯油等購入費助成事

業、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、保育所等複合施設整備事業、感染症対策事業

の子育て世帯臨時特別給付金事業、低所得子育て世帯生活支援特別給付金などの増額が主な要因

でございます。

続きまして、２３ページを御覧ください。第４款衛生費の決算額は１億９５５万１８０円

で、前年度比１４２万０００円の増となっています。これは、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業、新型コロナＰＣＲ検査実施事業の皆増が主な要因でございます。

次に、２５ページを御覧ください。第５款農林水産業費の決算額は８６９万１０７円で、前

年度比１０７万０００円の増となっています。これは、がんばる農家プラン事業、コロナ禍

緊急対策米価下落による農業者支援事業、県営土地改良事業などの増額が主な要因であります。

次に、２７ページを御覧ください。第６款商工費の決算額は２８２万４０８円で、前年度

比５５４万０００円の増となっています。これは、新型コロナ経済対策宿泊等応援助成事業の

皆増などが主な要因です。

次に、２７ページを御覧ください。第７款土木費の決算額は１億６８０万１２８円で、前

年度比２８２万０００円の減となっています。これは、村道役場線交差点改良事業を繰り越

ししたための減額や、村道旧国道線ホレコ川橋３ほか補修工事などの減額が主な要因であります。

次に、２９ページを御覧ください。第８款消防費の決算額は６４９万９９４円で、前年度

比３７９万０００円の減となっています。これは、感染症対策事業の感染防止用品購入等事業

などの減額が主な要因でございます。
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次に、３０ページを御覧ください。第９款教育費の決算額は２億８５３万４８１円で、前

年度比６８９万０００円の減となっています。これは、複合型子育て拠点施設の建設に伴う

陶芸・資料館倉庫等の整備事業の増などがあったものの、ＧＩＧＡスクール整備事業、ＧＩＧＡ

スクール構想の加速による学びの保障事業、１人１台端末整備などの減額が主な要因でございま

す。

次に、３４ページを御覧ください。第１０款公債費の決算額は２億８０２万４９８円で、

前年度比９７５万０００円の増となっていますが、これは、臨時財政対策債や地方道路事業債

に係る元金償還が新たに始まったことが主な要因でございます。

次に、３５ページを御覧ください。第１１款諸支出金の決算額は４億０１０万６８９円で、

前年度比３億６４３万０００円の増となっていますが、これは、ふるさと納税寄附金の減に

伴う夢はぐくむ村づくり基金への積立金が減となったものの、財政調整基金積立金の増が主な要

因であります。

続きまして、日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計決算の概要について説明をいたします。

歳入につきまして、決算書４２ページを御覧ください。歳入総額は調定額３億７８６万５

６７円に対し、収入済額は３億６２５万２８２円で、前年度比４０９万０００円、 １％

の減、収入未済額は１６１万２８５円となっています。

主なものを説明しますので、４５ページから４７ページを御覧ください。第１款国民健康保険

税が５６２万６４０円で構成率２ ２％、第３款県支出金は２億５９９万７２１円で構

成率７ ９％、第６款繰越金が７８５万７６３円で ０％となっております。

なお、国民健康保険税の徴収率につきましては、全体で８ ７％、昨年度の８ ２％と比べま

すと ５ポイント下がっており、徴収ネットを中心とした各課の連携を密に、今年度も徴収率の

向上に努めてまいります。

次に、歳出について、決算書４３ページを御覧ください。歳出総額は予算現額３億１５０万

０００円に対し、支出済額は３億６２３万９３９円で、前年度比２３０万０００円、

７％の増であり、不用額が５２７万０６１円、予算執行率は９ ４％で昨年度より ３％減

となっております。

主なものを説明しますので、４８ページから５１ページを御覧ください。第２款保険給付費が

２億９６９万１４４円で構成率７ １％、第５款国民健康保険事業納付金が７６８万１６

７円で構成率２ ６％、第４款保健事業費が８０６万７９４円で構成率 ３％となっておりま

す。
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なお、歳出全体で最も多く支出している保険給付費は、前年度比９３万０００円、 ４％減

となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受診控えが令和２年度から続

いていると考えられます。

次に、日吉津村後期高齢者医療特別会計決算の概要について説明いたします。決算書５３ペー

ジ、５４ページを御覧いただきたいと思います。５３ページの歳入につきましては、調定額４

６７万２３６円に対し、収入済額は４６５万０３６円で前年度比８５万０００円、 ０

％の増となっています。

５４ページの歳出につきましては、予算現額４８１万円に対し、支出済額は４５２万５

４６円で前年度比７３万０００円、 ７％の増、予算執行率９ ４％、不用額は２８万４５

４円となっております。

５７ページの第２款後期高齢者医療広域連合納付金が３４８万７７８円で、構成率９ ７

％と歳出のほとんどを占めています。

最後になりますが、日吉津村下水道事業会計決算について、概要について御説明をいたします。

初めに、３ページの損益計算書を御覧ください。下から３行目の当年度純利益のとおり、８

４２万６０２円の黒字となりました。昨年度までの剰余金と合わせて当年度末処分利益剰余金

のとおり、累計の剰余金が１６４万９０４円となりました。

次に、６ページ、７ページの貸借対照表を御覧ください。財産であります資産合計が１７億

１１１万０８８円、７ページに移り、借入金などの負債合計が１２億７３８万２２２円、資

本金や剰余金の合計である資本合計が５億３７２万８６６円となりました。

続いて、１２ページのキャッシュフロー説明計算書を御覧ください。下から３行目の資金増加

額に記載のとおり、令和３年度では２１５万３８５円の資金が増加し、資金期末残高が６

００万２４９円となりました。一般会計からの０００万円以上の繰入れにより剰余金の増加、

資本の増加となっています。

最後に、１ページ、２ページにお戻りいただきます。１ページの収益的収入及び支出では、収

支が８４２万２６８円の黒字です。２ページの資本的収入及び支出では、収支が２９５万

７１６円の赤字となっています。

以上、議案第４０号から第４３号までの決算書の補足説明とさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（山路 有君） 以上で議案第４０号から第４３号までの提案説明を終わります。

続いて、監査委員の審査報告を求めます。村上代表監査委員、よろしくお願いします。
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村上代表監査委員。

○代表監査委員（村上 順一君） 失礼します。マスクを外させていただきます。

○議長（山路 有君） はい、外してください。

○代表監査委員（村上 順一君） 決算審査報告を行います。地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定に基づき、審査に付された令和３年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入

歳出決算及び国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算、並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、審査に付された日吉津村下水道事業

会計決算について審査報告を行います。

審査は令和４年７月２６、２７、２８、８月１０日の４日間、事務局立会いの下、実施しまし

た。担当課長及び職員に出席してもらい、各会計の歳入歳出決算書及び決算説明資料を基に、施

策の実施状況などの説明を受け、その内容について確認、審査を行いました。その結果、審査に

付された令和３年度一般会計歳入歳出決算書、国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算書、

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書、下水道事業会計決算書及び各会計の附属書類は、関係

法令に準拠して調製されており、かつ、これらの係数は関係諸帳簿、証拠書類と符合し正確であ

ると認めました。

なお、下水道事業の執行におきまして、不適切な事務処理が認められましたので、指摘事項と

いたします。このことについては後ほど報告いたします。

また、中田村長へは、去る８月２６日、令和３年度各会計決算審査意見書を提出しております。

続きまして、各会計の決算状況について報告いたします。先ほど執行部から説明のありました

部分と報告がダブる部分があるかもしれませんが、御了承いただきたいと思います。一般会計に

つきまして、歳入総額は３５億８７０万６３５円で前年度比約１ ２％の増、歳出総額は３４

億３２１万１９８円で約１ ７％の増となりました。歳入におきましては、税収は村税全体

で８億５１７万２６５円と前年度とほぼ横ばいでありました。村民税は個人分では微増、法

人分では減収となり、特に法人分につきましてはコロナ禍が影響したものと思われます。

固定資産税は新築家屋の増加による一方、減価償却の減収傾向が数年来から引き続いており、

全体では減収となりました。コロナ禍での社会経済活動の停滞が懸念される状況ではありますが、

引き続き適正公平な課税徴収に努めていただきたいと思います。

地方交付税につきまして、コロナ臨時給付金、消防費、国勢調査の結果反映などに伴い増加し

た一方で、国庫支出金はコロナ対策に伴う特別定額給付金の終了により前年度比約４ ６％の大

幅な減収となりました。また、土地開発公社の解散による財産売払い収入、清算収入ですが、こ
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れが３９１万２４３円あり、財産収入が大幅な増収となりました。

村債につきまして、主に複合型子育て拠点施設ミライトひえづの建設に伴うもので、前年度比

約３４ ７％の大幅な増加となりました。今後は施設の効率性と組織及び運営の合理化が特に求

められます。

衛生費につきましては１億９５５万１８０円で、前年度比約１ ９％の増であります。こ

れにつきましては、新型コロナウイルスワクチン接種関連事業等の増加によるものであります。

農林水産事業費は８６９万１０７円で、様々な農業施策の展開により前年度比約３ ２％の

増となる一方で、土木費につきましては１億６８０万１２８円で、工事の減少に伴い前年度

比約３５％の減となりました。

また、教育費においては２億８５３万４８１円で、前年度比約 ４％の減となりました。

基金費は、普通交付税の増加や、それから、前年度からの繰越金の増加に伴い、財政調整基金

積立金が増加したことによりまして、前年度比約４５ ７％の大幅な増加となりました。将来的

な財政運営を見据え、健全な基金運営に引き続き努められたいと思います。

性質別に見ますと、歳入面では村税等の自主財源比率は今年度４ ４７％と、引き続き年々減

少傾向にあります。歳出では、複合型子育て拠点施設の建設に伴い、普通建設事業費が前年度に

比べ４億９４２万０００円増加する一方で、補助費は新型コロナウイルスワクチン感染症対

策関連事業の終了等により２億７９４万０００円の減額となりました。積立金につきまして

は、主に財政調整基金への積立てが増えたことにより３億６４３万０００円の増額となって

います。

次に、国民健康保険事業勘定特別会計について、歳入総額は３億６２５万２８２円で、前

年度比約 １％の減、歳出総額は３億６２３万９３９円で、約 ７％の増となりました。新

型コロナウイルス感染の拡大に伴う受診控えの傾向は、依然引き続き続いており、保険給付費に

ついては前年度比で約９３万０００円、約 ４％の減となりました。重複受診や多受診につい

ては、保険給付費の増加につながるとされてきましたが、真に医療の施しが必要な方に対しての

受診控えがあるとすれば、検証が必要になろうかと思います。

一般会計における財政調整基金に相当します国民健康保険運営基金につきましては、今年度７

８４万０００円積み立て、年度末時点の残高は５６７万０００円でありました。なお、国

民健康保険制度は相互扶助の観点で運営されているものでありまして、引き続き徴収事務につい

ては丁寧な説明と、村税と同様に留意していただきたいと思います。

次に、後期高齢者医療特別会計について説明します。歳入総額は４６５万０３６円で前年
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度比約 ０％の増、歳出総額は４５２万５４６円で約 ７％の増となりました。後期高齢者

医療広域連合納付金につきまして、約４億０４８万円で前年度比約 ３％の増となりました。

今後、団塊の世代が被保険者となられ、給付金の増加が予想されることから、適正な事業運営に

引き続き留意する必要があると思われます。

保険料につきましては、令和２年度において解消された滞納が、今年度若干ながら発生いたし

ました。引き続き丁寧な対応により徴収にも努められたいと思います。

各会計に共通する事項として、次の５点を述べさせていただきます。

第１に、コロナ禍での各事業の実施についてであります。新型コロナウイルス感染症の終息が

見通しづらく、事業実施を中止せざるを得ない状況でありますが、事業実施の優先度と感染状況

を踏まえ、慎重な判断の下、事業を進めていただきたいと思います。

第２に、基金についてであります。基金の改廃について随時見直しがなされてきているところ

であります。複合型子育て拠点施設建設等の起債償還など、基金の堅実な積立てがますます必要

な状況であり、将来の安定的な財政運営を行うための内部留保の充実も図られたいと思います。

第３に、情報システムと個人情報についてであります。各情報システムの整備は必要不可欠な

ものとなっておりますが、各情報システムの連携、それに伴う個人情報の漏えいには十分な注意

を払っていただきたいと思います。特に各村税等との連携について、遺憾のないように注意深く

点検しながら行っていただきたいと思います。また、そのために職場研修の充実も図っていただ

きたいと思います。

第４に、起債償還計画についてであります。新規の起債を含めた具体的かつ詳細な償還計画の

作成はもちろんですが、随時見直しを行い、健全な財政運営を引き続き図られたいと思います。

第５に、補助金、負担金についてであります。補助金、負担金についても改廃がなされてきた

ところではありますが、改めて根拠の必要性や、その算出根拠についても精査していただき、適

正な支出をお願いしたいと思います。

続きまして、下水道事業会計について報告いたします。本村の下水道事業会計におきましては、

令和２年度から地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計方式による運営を行っており、

令和３年度が２年目の決算となりました。経営収支では８００万円余りの純利益を計上するこ

ととなり、前年度に引き続き黒字決算となりました。経営指標を見ても、ほとんどの指標が前年

度より向上しており、経営としてはおおむね順調に推移しているものと思われます。しかしなが

ら、営業損益の赤字を営業外損益の黒字で補っているというのが実情であり、これは特別会計の

時代と変わっておりません。公営企業会計における独立採算の原則からいえば、下水道使用料で

－３２－



下水道施設の維持管理費用を賄うのが本来の姿ではありますが、今後、経営分析を行う中で、将

来的な人口減少の予想も踏まえ、収益構造の見直し、特に使用料単価の適正な水準を検討してい

く必要があると考えます。

下水道施設の建設改良に係る資本的収支については、企業債の償還に伴って支出が収入を上回

っており、損益勘定留保資金等で補填しているところでありますが、減価償却が進むにつれて損

益勘定留保資金は先細りの傾向にあります。このため、今後の建設改良に当たっては、適宜、下

水道事業債等の有効な活用など、財源の適切な確保に努めていただきたいと思います。また、下

水道の供用開始後３０年以上が経過し、十数年後には管渠施設など耐用年数を迎えることとなり

ますが、現在、県下の下水道事業について広域化、共同化の検討がなされているところでありま

す。こうした動きも踏まえ、今後の下水道施設の維持補修、更新について効率的かつ計画的に進

められたいと思います。

さらに、公営企業会計化に伴う会計処理など、下水道事業に係る事務量は大幅に増加している

ところであります。小規模な自治体で職員数に限りがある中ではありますが、人材育成、運営体

制の充実にも努められたいと思います。

なお、初めに述べましたように、下水道事業の執行につきまして不適切な事務処理がありまし

た。これにつきまして報告いたします。令和元年度及び令和２年度分の下水道事業に係る消費税、

地方消費税も含みますが、これらの申告納付について、税務署からの督促があったにもかかわら

ず大幅に遅延し、経済的損失を生じさせました。

内容といたしましては、令和元年度本税１６０万３００円、それに伴う無申告加算税及び延

滞税合わせて１４万５００円。令和２年度分本税２０４万７００円、無申告加算税、延滞税

合わせて１５万２００円であります。これらの納付は既に完了しているところではありますが、

２か年度分に及ぶ消費税の申告納付の遅延は経済的損失を生じさせたのみならず、納税者からの

預り金という消費税の性格からしても、村民の行政に対する信頼を損ねる事態であり、村民に対

する丁寧な説明と再発防止の徹底が必要であります。第１に、担当者だけではなく組織としての

チェック体制を見直すこと、また、上司等に速やかに報告、相談ができるような職場環境づくり

に留意すること、第２にマニュアル化を図るなど、具体的な再発防止策を検討すること、第３に

当該年度に関連する適切な会計、決算処理の修正を遅滞なく行うことであります。また、年末に

かけまして税制改正要綱等が発表される時期になりますので、そういう情報収集につきましても

遺漏のないように事務処理の手続を進めていただきたいと思います。

度々数字の間違いはありましたけども、以上で令和３年度各決算審査報告を終了いたします。
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○議長（山路 有君） 長時間にわたる審議を重ねていただきました上に、大変分かりやすく丁

寧に報告いただきました。村上代表監査委員さん、大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。

以上で決算審査報告を終わります。

・ ・

日程第１９ 議案第４４号

○議長（山路 有君） 日程第１９、議案第４４号、日吉津村教育委員会委員の任命についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました、議案第４４号、日吉津村教育委員会委員の

任命について、提案理由を御説明申し上げます。

日吉津村教育委員会委員、音田純子氏が、令和４年９月３０日をもって任期満了されることに

伴い、令和４年１０月１日から令和８年９月３０日までの４年間、金田綾氏を新任したく議会の

同意を求めるものでございます。

以上、議案第４４号の説明とさせていただきますので、よろしく御審議、御同意賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（山路 有君） 以上で議案第４４号の提案説明を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） これで本日の議事日程は全て終了いたしました。

なお、次回の本会議は、明日９月７日水曜日午前９時から一般質問を行いますので、本議場に

御参集いただきたいと思います。

本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時３５分散会
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